
   門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、門真市補助金等交付規則（昭和43年規則第19号。以下「規則」

という。）第17条の規定に基づき、予算の定める範囲内において、市内のものづくり

事業者に対し、門真市産業誘導区域移転補助金（以下「補助金」という。）を交付し、

本市が設定する産業誘導区域にものづくり産業を誘導することにより、立地を促進

し、集積を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ ものづくり事業者 製造業（日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）

に規定する大分類Ｅ－製造業に分類される事業をいう。以下同じ。）に含まれる事

業を営む会社及び個人をいう。 

⑵ 産業誘導区域 門真市立地適正化計画で定める産業誘導区域をいう。 

⑶ 工場等 ものづくり事業者が製造業として自ら生産活動を行う工場又は研究開

発施設及び当該施設の操業に付随する倉庫、事務所等をいう。 

⑷ 新築 新たに購入し、又は自己の事業に供する土地に工場等を建築することを

いう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ ものづくり事業者 

 ⑵ 市税の滞納がない者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げ

る事業とする。 

⑴ 産業誘導区域内での土地の購入及び当該土地内での工場等の新築又は購入（購

入後、改修等を行う場合を含む。） 

⑵ 産業誘導区域内での工場等の新築又は購入（購入後、改修等を行う場合を含



む。） 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、別表の補助対象事業の欄に掲げる補助対象事業について、同

表の基本額の欄に定める基本額に同表の補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額

（その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）と、同表の限

度額の欄に定める限度額とを比較して少ない方の額とする。 

（補助対象事業の指定の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる事業に応じ、

当該各号に定める時期までに、補助対象事業について市長の指定（以下「事業指定」

という。）を受けなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたとき

は、この限りでない。 

 ⑴ 第４条第１号に掲げる事業 当該土地の購入前 

 ⑵ 第４条第２号に掲げる事業 当該工場等の建築の着工前又は購入前（購入後、

改修等を行う場合を含む。） 

２ 前項の規定により事業指定を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、

門真市産業誘導区域移転補助金事業指定申請書（様式第１号。以下「指定申請書」

という。）に、次に掲げる書類を添えて、前項各号に定める時期までに市長に提出

しなければならない。 

 ⑴ 会社の場合にあっては履歴事項全部証明書（発行後３箇月以内のものに限る。）、

個人の場合にあっては直近期の確定申告書等の写し 

 ⑵ 市税の調査に関する同意書（様式第２号） 

⑶ 新たに購入し、若しくは購入後、改修等を行い、又は建築する工場等の平面図 

 ⑷ 新たに購入し、若しくは購入後、改修等を行い、又は建築する工場等が立地す

る土地の配置図 

３ 市長は、指定申請書の提出があったときは、当該申請内容を確認し、適当である

と認めるときは、事業指定を行い、門真市産業誘導区域移転補助金事業指定通知書

（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、事業指定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必

要があると認めるときは、当該指定に必要な条件を付することができる。 

 （指定事業の完了） 



第７条 事業指定を受けた事業者（以下「指定済事業者」という。）は、事業指定を受

けた日から３年以内に当該事業指定を受けた事業（以下「指定事業」という。）を完

了しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限

りでない。 

２ 指定事業の完了日は、指定済事業者が当該指定に係る工場等の操業を開始した日

（以下「操業日」という。）とする。 

 （指定事業の変更の承認） 

第８条 指定事業者は、事業指定の決定を受けた後やむを得ない理由により指定事業

の一部を変更しようとするときは、門真市産業誘導区域移転補助金指定事業変更承

認申請書（様式第４号）に、第６条第２項第３号及び同項第４号に掲げる書類のう

ち、当該変更申請に係る書類を添えて、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を確認し、適当で

あると認めたときは、承認し、門真市産業誘導区域移転補助金指定事業変更承認通

知書（様式第５号）により、指定済事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により、指定事業の変更を承認する場合において、補助金の

交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該変更に必要な条件を

付することができる。 

（指定事業の中止等の届出） 

第９条 指定済事業者は、事業指定の決定を受けた後やむを得ない理由により指定事

業を中止し、又は廃止しようとするときは、門真市産業誘導区域移転補助金指定事

業中止・廃止届出書（様式第６号）により、あらかじめ市長に届け出なければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、門真市産業誘導区域移転補助金

事業指定解除通知書（様式第７号）により、当該届出者に通知するものとする。 

 （現地調査） 

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に係る土地及び工場等の

現地調査を実施することができる。 

２ 指定済事業者は、前項の調査に対して協力しなければならない。 

 （事業指定の取消し） 



第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業指定を取り消すことが

できる。 

⑴ 指定済事業者が第３条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

⑵ 指定事業が第４条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

⑶ 指定事業が廃止の状態にあると市長が認めたとき。 

⑷ 第７条第１項に規定する期間を経過したとき。 

⑸ 偽りその他不正の手段により事業指定を受けたとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、事業指定後において特に不適当であると市長が認

める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定による事業指定を取り消したときは、門真市産業誘導区域移

転補助金事業指定取消通知書（様式第８号）により、当該指定済事業者に通知する

ものとする。 

 （地位の承継） 

第12条 相続、譲渡、合併等により、指定済事業者の事業を承継した者（以下「承継

者」という。）は、市長の承認を得て、その地位を承継することができる。 

２ 承継者は、門真市産業誘導区域移転補助金指定事業者承継承認申請書（様式第９

号）により、市長に申請しなければならない。 

３ 前項の規定による申請があった場合において、当該申請内容を確認し、適当であ

ると認めたときは、門真市産業誘導区域移転補助金指定事業者承継承認通知書（様

式第10号）により、当該承継者に通知するものとする。 

（指定事業の完了報告） 

第13条 指定済事業者は、指定事業を完了したときは、速やかに門真市産業誘導区域

移転補助金指定事業完了報告書（様式第11号）に、次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

 ⑴ 交付対象事業に係る工場等の建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項

又は同法第６条の２第１項の規定による確認済証の写し 

 ⑵ 交付対象事業に係る工場等の建築基準法第７条第５項又は同法第７条の２第５

項の規定による検査済証の写し 

 ⑶ 交付対象事業に係る土地又は家屋の登記事項証明書（発行後３箇月以内のもの

に限る。） 



 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

２ 市長は、第１項の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、そ

の結果を門真市産業誘導区域移転補助金完了報告審査結果通知書（様式第12号）に

より、指定済事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請等） 

第14条 前条第３項の規定による通知において適正である旨の通知を受けた指定済事

業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付を受けようとする年

度ごとに１月31日（その日が門真市の休日を定める条例（平成２年門真市条例第10

号）第２条第１項に規定する市の休日に当たるときは、その前日）までに、市長に

申請しなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の交付申請は、門真市産業誘導区域移転補助金交付申請

書（様式第13号。以下「交付申請書」という。）に、交付対象事業に係る土地又は家

屋の登記事項証明書（発行後３箇月以内のものに限る。）を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（交付の決定等） 

第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審

査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、門真市産業誘導区域移

転補助金交付指令書（様式第14号）により、指定済事業者に通知するとともに、速

やかに補助金を交付するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成する

ために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付することができる。 

 （補助金の交付の開始時期及び交付期間） 

第16条 補助金の交付の開始時期は、次の各号に掲げる年度のうちいずれか遅い年度

とする。 

 ⑴ 指定済事業者を納税義務者とする交付対象事業に係る土地又は家屋の固定資産

税及び都市計画税の納税通知書が初めて発行された日の属する年度 

 ⑵ 操業日の属する年度 

２ 補助金の交付期間は、前項の規定による交付開始年度から３年間とする。ただし、

指定済事業者が第14条の規定による交付申請書の提出をしなかったときは、この限

りでない。 



 （補助金の交付の取消し及び返還） 

第17条 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部若し

くは一部の交付を取り消し、又は既に交付したものについては、期日を定めて返還

させることができる。 

 ⑴ この要綱に違反したとき。 

 ⑵ 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

 ⑶ 市税を滞納しているとき。 

 ⑷ 第８条第１項の規定によらず指定事業を変更したとき。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、交付決定後において、補助金の交付を行うことが

不適当であると市長が認める事由が生じたとき。 

 （細目） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

この要綱は、令和５年９月15日から施行する。 



別表（第５条関係） 

補助対象事業 基本額 補助率 限度額 

第４条第１号

に掲げる事業 

購入した土地に係る固定資

産税及び都市計画税額 

３分の２ 

１対象事業者につき１

年当たり 5,000,000円 

新築又は購入（購入後、改

修等を行う場合を含む。） 

した工場等に係る固定資産

税及び都市計画税額 

１対象事業者につき１

年当たり 3,000,000円 

第４条第２号

に掲げる事業 

新築又は購入（購入後、改

修等を行う場合を含む。） 

した工場等に係る固定資産

税及び都市計画税額 

１対象事業者につき１

年当たり 3,000,000円 



様式第１号（第６条関係） 

  年    月    日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名               

 

門真市産業誘導区域移転補助金事業指定申請書 

 

門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき門真市産業誘

導区域移転補助金の補助対象事業の指定を受けたいので、同条第２項の規定に基づき、

関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業を実施する所在地 

 

２ 補助対象事業着手予定時期  年  月 

 

３ 操業開始予定時期      年  月 

 

４ 補助対象事業の内容 

 別紙「事業計画書」のとおり 



別紙 

 

門真市産業誘導区域移転補助金 事業計画書 

 

１ 申請者の概要等 

企業名（個人

の場合は屋

号を記載） 

 法 人 番 号

（会社の場

合のみ） 

 

本社所在地

（個人の場

合は主たる

事業実施場

所を記載） 

 

設立年月（個

人の場合は

創業年月を

記載） 

 

従業員数  

本社以外の

事業所（本市

の区域内の

も の に 限

る。） 

事業所の

種類 
 所在地 

 

事業所の

種類 
 所在地 

 

営む製造業

の業種（中分

類で記載） 

 

自社の業務

内容 

 

 



２ 実施する交付対象事業（該当するものにチェック） 

 □ 産業誘導区域内での土地の購入及び当該土地での工場等の新築又は購入（購入

後、改修等を行う場合を含む。） 

 □ 産業誘導区域内での工場等の建物のみの新築又は購入（購入後、改修等を行う

場合を含む。） 

 

３ 計画期間 

     年  月  ～   年  月 

 

４ 購入、改修及び新築予定資産の概要 

 ⑴ 購入、改修及び新築予定資産 

  □ 土地 

所在地  

地番   外   筆 地 積 ㎡ 

売買契約予定

年月日 

 

引渡し予定年

月日 

 

購入予定価格

（税込・円） 

 

 

  □ 工場等 

所在地  

家屋番号  

種類（該当する全てに

チェック） 

□工場 □研究開発施設 □倉庫 □事務所 

□その他（               ） 

取得方法 □新築 □中古物件等を購入 □中古物件等購入後

改修等 

構造・階層  

延床面積 ㎡ 

発注予定年月日   年  月  日 

着工予定年月日（新築

の場合のみ） 

  年  月  日 

竣工予定年月日（新築

又は中古物件等購入 

年  月 



後改修等のみ）  

建築（取得）予定価格

（税込・円） 

     円 

 

 ⑵ 事業の概要 

 

 

５ 担当者 

部 署  役 職  

氏 名  

電 話  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 



様式第２号（第６条関係） 

  年    月    日 

 

市税の調査に関する同意書 

 

門真市長（氏    名）様 

 

 私（当社）に関する次の事項について、市が調査することに同意します。 

 

記 

 

 ⑴ 門真市産業誘導区域移転補助金に係る事業指定及び補助金交付の可否等を判断

するために必要な市税の納付状況 

 ⑵ 門真市産業誘導区域移転補助金の対象となる固定資産税額及び都市計画税額 

 

   年  月  日 

 

住所 〒                                 

 

名称（個人事業主の場合は屋号を記載）                 

 

代表者役職                              

 

代表者氏名                            ㊞ 



様式第３号（第６条関係） 

第     号 

  年    月    日 

 

（氏    名）様 

 

門真市長（氏    名）印   

 

門真市産業誘導区域移転補助金事業指定通知書 

 

  年 月 日付けで申請のあった門真市産業誘導区域移転補助金事業指定

について、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第６条第３項の規定に基づき、下

記のとおり事業指定をしたので通知します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

 

２ 指定事業の内容 



様式第４号（第８条関係） 

  年    月    日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名             

 

門真市産業誘導区域移転補助金指定事業変更承認申請書 

 

年 月 日付けで指定通知を受けた指定事業について、下記のとおり変更

したいので、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第８条第１項の規定に基づき申

請します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

２ 変更の内容及び理由 

 

３ 変更後の事業計画書 

 別紙「事業計画書」のとおり 



別紙 

 

門真市産業誘導区域移転補助金 事業計画書 

 

１ 申請者の概要等 

企業名（個人

の場合は屋

号を記載） 

 法 人 番 号

（会社の場

合のみ） 

 

本社所在地

（個人の場

合は主たる

事業実施場

所を記載） 

 

設立年月（個

人の場合は

創業年月を

記載） 

 

従業員数  

本社以外の

事業所（本市

の区域内の

も の に 限

る。） 

事業所の

種類 
 所在地 

 

事業所の

種類 
 所在地 

 

営む製造業

の業種（中分

類で記載） 

 

自社の業務

内容 

 

 



２ 実施する交付対象事業（該当するものにチェック） 

 □ 産業誘導区域内での土地の購入及び当該土地での工場等の新築又は購入（購入

後、改修等を行う場合を含む。） 

 □ 産業誘導区域内での工場等の建物のみの新築又は購入（購入後、改修等を行う

場合を含む。） 

 

３ 計画期間 

     年  月  ～   年  月 

 

４ 購入、改修及び新築予定資産の概要 

 ⑴ 購入、改修及び新築予定資産 

  □ 土地 

所在地  

地番   外   筆 地 積 ㎡ 

売買契約予定

年月日 

 

引き渡し予定

年月日 

 

購入予定価格

（税込・円） 

 

 

  □ 工場等 

所在地  

家屋番号  

種類（該当する全てに

チェック） 

□工場 □研究開発施設 □倉庫 □事務所 

□その他（               ） 

取得方法 □新築 □中古物件等を購入 □中古物件等購入後

改修等 

構造・階層  

延床面積 ㎡ 

発注予定年月日   年  月  日 

着工予定年月日（新築

の場合のみ） 

  年  月  日 

竣工予定年月日（新築

又は中古物件等購入 

年  月 



後改修等のみ）  

建築（取得）予定価格

（税込・円） 

     円 

 

 ⑵ 事業の概要 

 

 

５ 担当者 

部 署  役 職  

氏 名  

電 話  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

 



様式第５号（第８条関係） 

                               第     号 

  年    月    日 

 

（氏    名）様 

 

門真市長（氏    名）印 

 

門真市産業誘導区域移転補助金指定事業変更承認通知書 

 

年  月  日付けで変更承認申請のあった門真市産業誘導区域移転補助

金指定事業について、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第８条第２項の規定に

基づき、下記のとおり変更を承認したので通知します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

 

２ 指定事業の内容 

 

 

３ 変更の内容 

 



様式第６号（第９条関係） 

年  月  日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名             

 

門真市産業誘導区域移転補助金指定事業中止・廃止届出書 

 

     年  月  日付けで指定通知を受けた指定事業について、次のとおり（中

止・廃止）したいので、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第９条第１項の規定

に基づき届け出ます。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

２ 中止・廃止の内容及び理由 

 



様式第７号（第９条関係） 

                               第     号 

  年    月    日 

 

（氏    名）様 

 

門真市長（氏    名）印 

 

門真市産業誘導区域移転補助金事業指定解除通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった門真市産業誘導区域移転補助金指定事

業（中止・廃止）について、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第９条第２項の

規定に基づき、下記のとおり指定を解除したので通知します。 

 

記 

 

１ 指定番号 

 

 

２ 指定事業の内容 

 

 

３ 廃止・中止の内容 

 



様式第８号（第11条関係） 

                               第     号 

  年    月    日 

 

（氏    名）様 

 

門真市長（氏    名）印 

 

門真市産業誘導区域移転補助金事業指定取消通知書 

 

   年  月  日付けで指定した門真市産業誘導区域移転補助金指定事業に

ついて、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第11条第１項の規定に基づき、下記

のとおり指定を取り消したので、同条第２項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

 

２ 指定事業の内容 

 

 

３ 取り消した内容 

 



様式第９号（第12条関係） 

年  月  日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名             

 

門真市産業誘導区域移転補助金指定事業者承継承認申請書 

 

 指定済事業者の地位を承継したいので、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第

12条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 指定番号           第     号 

 

 

２ 指定事業の内容 

 

 

３ 承継の理由 

 

 

４ 承継年月日           年  月  日 



様式第10号（第12条関係） 

                               第     号 

  年    月    日 

 

（氏    名）様 

 

門真市長（氏    名）印 

 

門真市産業誘導区域移転補助金指定事業者承継承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった門真市産業誘導区域移転補助金指定事

業の承継について、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第12条第３項の規定に基

づき、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

 

２ 指定事業の内容 

 

 

３ 指定済事業者の事業を承継した者 



様式第11号（第13条関係） 

年  月  日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

代表者氏名          

 

門真市産業誘導区域移転補助金指定事業完了報告書 

 

     年  月  日付けで指定の通知を受けた門真市産業誘導区域移転補助金

に係る指定事業について、下記のとおり完了しましたので、門真市産業誘導区域移転

補助金交付要綱第13条第12項の規定に基づき報告します。 

 

記 

 

１ 指定番号   第     号 

 

 

２ 指定事業の完了日（操業日）    年  月  日 

 

 

３ 完了した事業の内容 

 別紙「実績報告書」のとおり 

 



別紙 

 

門真市産業誘導区域移転補助金 実績報告書 

 

１ 報告者の概要等 

企業名（個人

の場合は屋

号を記載） 

 法 人 番 号

（会社の場

合のみ） 

 

本社所在地

（個人の場

合は主たる

事業実施場

所を記載） 

 

設立年月（個

人の場合は

創業年月を

記載） 

 

従業員数  

本社以外の

事業所（本市

の区域内の

も の に 限

る。） 

事業所の

種類 
 所在地 

 

事業所の

種類 
 所在地 

 

営む製造業

の業種（中分

類で記載） 

 

自社の業務

内容 

 

 



２ 実施した交付対象事業（該当するものにチェック） 

 □ 産業誘導区域内での土地の購入及び当該土地での工場等の新築又は購入（購入

後、改修等を行う場合を含む。） 

 □ 産業誘導区域内での工場等の建物のみの新築又は購入（購入後、改修等を行う

場合を含む。） 

 

３ 事業実施期間 

     年  月  ～   年  月 

 

４ 購入、改修等及び新築資産の概要 

 ⑴ 購入、改修等及び新築資産 

  □ 土地 

所在地  

地番   外   筆 地 積 ㎡ 

売買契約年月日  

引き渡し年月日  

購入価格（税

込・円） 

 

 

  □ 工場等 

所在地  

家屋番号  

種類（該当する全てに

チェック） 

□工場 □研究開発施設 □倉庫 □事務所 

□その他（               ） 

取得方法 □新築 □中古物件等を購入 □中古物件等購入後

改修等 

構造・階層  

延床面積 ㎡ 

発注年月日   年  月  日 

着工年月日（新築の場

合のみ） 

  年  月  日 

竣工年月日（新築又は

中古物件等購入後改 

年  月 

修等のみ  

建築（取得）価格（税      円 



込・円） 

 

 ⑵ 事業の概要 

 

 

５ 担当者 

部 署  役 職  

氏 名  

電 話  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 



様式第12号（第13条関係） 

                               第     号 

  年    月    日 

 

（氏    名）様 

 

門真市長（氏    名）印 

 

門真市産業誘導区域移転補助金完了報告審査結果通知書 

 

     年  月  日付けで報告のあった門真市産業誘導区域移転補助金指定事

業の完了について、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第13条第２項の規定に基

づき、下記のとおり報告内容が（適正・不適正）であったことを通知します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

２ 指定事業の内容 

 

３ 指定事業の完了日（操業日）    年  月  日 

 

４ 不適正の場合は、その理由 

 

備 考 

 補助金の交付申請ができる期間は、  年度から  年度までであり、年度ごとに

申請が必要です。 



様式第13号（第14条関係） 

年  月  日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

代表者氏名          

 

門真市産業誘導区域移転補助金交付申請書 

 

 門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第14条第１項の規定に基づき、門真市産業

誘導区域移転補助金の交付を受けたいので、同条第２項の規定に基づき、関係書類を

添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 指定番号            第     号 

 

 

２ 指定事業の内容 

 



様式第14号（第15条関係） 

門真市（  ）指令第  号 

 

 

 様 

 

 

門真市産業誘導区域移転補助金交付指令書 

 

     年  月  日付けで申請のあった門真市産業誘導区域移転補助金につい

て、門真市産業誘導区域移転補助金交付要綱第15条第１項の規定に基づき、下記のと

おり決定し、交付する。 

 

    年  月  日 

 

門真市長（氏    名）印 

 

記 

 

交付決定額                   円 

 

 対象資産等 金額 備考 

土地    

工場等    

 


